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◇中小企業成長促進法が施行されます。 (2) 65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえ、
本年10月1日から中小企業成長促進法が施行され 高年齢雇用継続給付を令和7年から縮小されま

ます。同法は、中小企業に関する複数の法律を改正 す。一方で、65歳から70歳までの高年齢者就業
しようというものですが、事業承継に伴う経営者保 確保措置の導入等に対する支援が、雇用安定事
証の解除スキームが目玉であるといえます。 業と位置づけられ、その促進が図られています
１.事業承継特別保証 （令和7年4月、同3年4月施行）。

従前、経営者保証の引継が事業承継にあたりネ ２.複数就業者に対するセーフティネットの整備等
ックになっていたことから、今回の法改正に先立 (1) 複数就業者の労災給付について、算定方法や
つ本年4月1日より、3年以内に事業承継を予定し、 給付対象範囲の見直しが行われます（公布後6
かつ下記の①～④の要件を満たす法人を対象とし 箇月以内に施行）。
て、経営者保証なく上限2.8億円の借換資金及び真 (2) 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者
水資金を信用保証協会が保証するという制度がで に対し、雇用保険が適用されます（令和4年1月
きていました（事業承継から3年を経過していない 施行）。
法人も一部利用可能）。 (3) 被保険者期間の算入に当たり、日数だけでな

① 資産超過であること く労働時間による基準が設けられます。これに
② 返済緩和中ではないこと より、勤務日数が少ない者についても給付を受
③ EBITDA有利子負債倍率10倍以内 けられるようになります（令和2年8月施行）。
④ 法人と経営者の分離がなされていること (4) 大企業に対し、中途採用比率の公表が義務

２.経営承継借換関連保証 づけられます（令和3年4月施行）。
今回の法改正では、上記「事業承継特別保証」 ３.失業者、育児休業者への給付に関する基盤整備

に上乗せする形で更に経営者保証なく上限2.8億円 (1) 従前、失業等給付として位置づけられていた
の保証を得られることになります。 育児休業給付が、子を養育するために休業した

この制度の対象となる法人は、3年以内に事業承 労働者の生活、及び雇用の安定を図るための給
継を予定する法人であり、上記①ないし④の要件 付として位置づけられます（令和2年4月施行）。
を満たした上で経済産業大臣の認定を得ることが (2) 雇用保険について次の措置が講じられます
必要です。 （令和2年4月施行）。

なお、事業承継特別保証、経営承継借換関連保 ①育児休業給付の保険料率（0.4%）を設定し、
証ともにコロナウイルスの影響により返済緩和を 育児休業給付資金を創設する。
している場合には上記②の要件は除外されます。 ②失業等給付に係る保険料率の算定方法を見直

３.コメント し、より弾力的な判定ができるようにする。
政府としては上記制度の創設等により事業承継 (3) 上記３(2)の措置を講じた上で、令和2年から

を後押ししていくようであり、海外子会社に対す 3年に限り、雇用保険の保険料率と国保負担が
る貸付制度を設けたり、経営者保証ガイドライン 引き下げられます（令和2年4月施行）。
を強化したりしています。事業承継にあたっては、 (4) 法令上の給付額に変更が生じた場合の受給者
このような制度も見据えつつ検討する必要がある の遺族に対する給付については、消滅時効を援
と思われます。 用しないこととされます（令和2年4月施行）。

＊ （友成、門屋）
◆雇用保険法等の一部を改正する法律 ✾✾✾法務トピックス✾✾✾

高齢者、複数就業者、失業者、育児休業者等、そ ◆改正電子帳簿保存法（令和2年10月1日施行）
れぞれ事情に応じた適切な支援を行うため、雇用保 電子帳簿保存法は、企業の業務効率化・ペーパー
険法をはじめとする労働法制が改正されました。 レス化を進めるため、紙で保存が義務付けられてい
１.高齢者の就業機会の確保と就業の促進 た税務関係の書類をデータで保存することを認めた
(1) 65歳から70歳までの高齢者に対し、就業を確 法律ですが、制約が多く、運用側に大きな負担がか

保する措置を講ずることが企業の努力義務とし かるという観点から導入する企業がなかなか増えま
て定められました(令和3年4月施行)。就業確保 せんでした。しかし、ここ数年、何度か大きな改正
措置とは、具体的には次のいずれかを指します。 が行われ電子帳簿保存法の導入や活用がしやすい環
・定年引き上げ 境になってきています。今回の改正では、電子取引
・継続雇用制度の導入 を行った場合の電磁的記録の保存要件が緩和され、
・定年廃止 キャッシュレス決済における証憑処理が完全にペー
・労使で合意した上での雇用以外の措置 パーレスで行えることになります。
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10月1日に施行される「中小企業成長促進法」及び本年から順次施行される「雇用保険法

等の一部を改正する法律」の概要をご紹介します。


